
１月11日㈭に振り込み 児童扶養手当１月期（11月・12月）分　こども政策課　☎０６（６９０２）６１８６

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の

運
営
に
関
す
る
委
員
会

市
民
委
員
を
募
集

任
期　

委
嘱
日
～
９
年
３
月
31
日
㈬

※
会
議
は
年
６
回
程
度

応
募
資
格　

65
歳
以
上
の
人

募
集
人
数　

１
人

応
募
方
法　

２
月
２
日
㈮
ま
で
に
「

住
み
慣
れ
た
地
域
で
自
立
し
た
生

活
を
営
む
た
め
に
、
こ
れ
か
ら
の

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
求
め
る

役
割
等
に
つ
い
て
」
を
テ
ー
マ
に

し
た
作
文
（
１
０
０
０
字
以
内
、

様
式
は
自
由
）
、
住
所
、
氏
名
、

年
齢
、
電
話
番
号
を
記
入
し
た
書

類
を
郵
送
（
必
着
）
ま
た
は
持
参

応
募
・
問
合
先

　

〒
５
７
１
︲
８
５
８
５

　

「
門
真
市
役
所
」
高
齢
福
祉
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
３
０
１

私
ら
し
く
“
生
き
き
る
”

た
め
の
そ
な
え

エ
ン
デ
ィ
ン
グ
ノ
ー
ト

　

い
ざ
と
い
う
と
き
の
た
め
の
、
そ

な
え
方
の
ヒ
ン
ト
を
医
師
か
ら
学
び

ま
す
。

と
き　

２
月
１
日
㈭

　

午
後
２
時
～
３
時
30
分

と
こ
ろ　

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

講
師

　

外と

山や
ま

学ま
な
ぶ（

門
真
市
医
師
会
医
師
）

対
象

　

市
在
住
で
65
歳
以
上
の
人

費
用

　

無
料

申
込
方
法

　

電
話

申
込
・
問
合
先

　

高
齢
福
祉
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
１
７
６

門
真
市
社
会
福
祉
協
議
会

か
ら
の
お
知
ら
せ

◆
点
字
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
養
成
講
座

と
き

　

１
月
29
日
～
３
月
25
日
の
月
曜
日

　

午
後
２
時
～
４
時
（
全
８
回
）

※
２
月
12
日
㉁
を
除
く

と
こ
ろ　

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

講
師　

点
訳
サ
ー
ク
ル
さ
つ
き

対
象　

市
在
住
・
在
勤
で
中
学
生
以

上
の
人

費
用　

５
０
０
円
（
テ
キ
ス
ト
代
）

申
込
期
間　

１
月
４
日
㈭
～
22
日
㈪

◆
第
４
回
手
話
こ
れ
か
ら
講
座

と
き　

１
月
20
日
㈯

　

午
後
２
時
30
分
～
４
時
30
分

と
こ
ろ　

市
立
公
民
館

講
師　

門
真
市
身
体
障
害
者
福
祉
会

ろ
う
あ
部
会
、
門
真
市
手
話
サ
ー

ク
ル
く
す
の
木

対
象

　

市
在
住
の
小
学
３
年
生
～
中
学
生

※
保
護
者
同
伴
可

費
用　

無
料

申
込
期
間　

１
月
４
日
㈭
～
12
日
㈮

◆
第
５
回
手
話
こ
れ
か
ら
講
座

と
き

　

２
月
３
日
㈯
・
10
日
㈯
・
17
日
㈯

午
後
２
時
30
分
～
４
時
30
分

と
こ
ろ

　

市
立
公
民
館

対
象　

市
在
住
・
在
勤
で
中
学
生
以

上
の
人

費
用

　

無
料

申
込
期
間

　

１
月
４
日
㈭
～
26
日
㈮

◆
共
通

申
込
方
法

　

各
期
間
中
に
電
話
、
門
真
市
社
会

福
祉
協
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た

は
同
会
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
よ
り
申
し

込
み

申
込
・
問
合
先

　

門
真
市
社
会
福
祉
協
議
会

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
４
５
３

大
和
田
駅
前
広
場
で

イ
ベ
ン
ト
を
し
ま
せ
ん
か

　

自
身
で
企
画
し
た
イ
ベ
ン
ト
を
社

会
実
験
と
し
て
開
催
し
て
み
た
い
人

や
団
体
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
申
込

方
法
な
ど
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
先　

道
路
公
園
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
６
０
３

詳しくは
こちら

小
・
中
学
校
の
新
１
年
生
に

就
学
通
知
書
を
届
け
ま
す

　

４
月
に
小
・
中
学
校
へ
入
学
予
定

の
新
１
年
生
の
保
護
者
へ
、
就
学
通

知
書
を
１
月
中
旬
ま
で
に
届
け
ま
す
。

各
方
法
で
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
小
学
校
へ
入
学
す
る
人

対
象　

平
成
29
年
（
２
０
１
７
年
）

４
月
２
日
～
平
成
30
年
（
２
０
１

８
年
）
４
月
１
日
生
ま
れ
の
人

手
続
方
法

　

１
月
22
日
㈪
ま
で
に
就
学
届
を
就

学
指
定
の
市
立
小
学
校
へ
提
出

◆
中
学
校
へ
入
学
す
る
人

対
象　

平
成
23
年
（
２
０
１
１
年
）

４
月
２
日
～
平
成
24
年
（
２
０
１

２
年
）
４
月
１
日
生
ま
れ
の
人

手
続
方
法

　

就
学
先
に
変
更
が
あ
る
場
合
の
み
、

１
月
31
日
㈬
ま
で
に
就
学
前
異
動

届
を
学
校
教
育
課
へ
提
出

※
オ
ン
ラ
イ
ン
で
も
可

◆
病
気
な
ど
で
就
学
に
つ
い
て
相
談

が
あ
る
人

　

１
月
31
日
㈬
ま
で
に
学
校
教
育
課

へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

◆
国
立
や
私
立
の
小
・
中
学
校
へ
入

学
す
る
人

　

入
学
先
の
学
校
長
が
発
行
す
る
入

学
許
可
書
を
持
っ
て
、
学
校
教
育
課

へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

◆
市し

立り
つ

の
小し

ょ
う・
中

ち
ゅ
う

学が
っ

校こ
う

へ
入

に
ゅ
う

学が
く

し
た

い
外が

い

国こ
く

籍せ
き

の
人ひ

と

　

申も
う

し
込こ

み
を
し
て
く
だ
さ
い
。
子こ

ど
も
の
在ざ

い

留り
ゅ
うカ
ー
ド
と
パ
ス
ポ
ー
ト

を
持も

っ
て
、
学が

っ

校こ
う

教き
ょ
う

育い
く

課か

へ
き
て
く

だ
さ
い
。

　

申も
う

し
込こ

み
が
終お

わ
っ
て
い
る
人ひ

と

、

門か
ど

真ま

市し

の
小

し
ょ
う

学が
っ

校こ
う

を
卒そ

つ

業ぎ
ょ
うし

て
中

ち
ゅ
う

学が
っ

校こ
う

に
入

に
ゅ
う

学が
く

を
し
た
い
人ひ

と

は
、
申も

う

し
込こ

み
は
い
り
ま
せ
ん
。

◆
住
民
登
録
が
未
登
録
の
人
は
注
意

が
必
要

　

就
学
通
知
書
は
、
市
に
住
民
登
録

が
あ
る
人
に
送
付
し
ま
す
。
未
登
録

の
人
は
早
急
に
登
録
し
、
学
校
教
育

課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
住
民
登
録
が
あ
る
人
で
、
就
学
通

知
書
が
届
か
な
い
場
合
は
問
い
合

わ
せ

※
保
護
者
の
申
し
立
て
に
よ
り
市
教

育
委
員
会
が
認
め
た
場
合
は
、
就

学
指
定
校
を
変
更
可
。
許
可
基
準

な
ど
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ

問
合
先　

学
校
教
育
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）７
１
０
７

対象　基準日（５年12月１日）時点で世帯全員の５年度分の
住民税均等割が非課税である世帯
※住民税が課税されている人の扶養親族等のみからなる世帯
を除く

①支給のお知らせが届いた世帯
送付対象者
　支給対象の可能性がある世帯のうち、５年１月２日以降の
転入者を含まない世帯で支援給付金（３万円）を基準日時
点の世帯主口座で受給した世帯
申請方法
　原則申請不要ですが、お知らせ内容を必ず確認し、振込先
の変更を希望する人、受給を辞退する人、支給要件を満た
さない可能性がある人はお問い合わせください。
発送時期　12月末
※お知らせには振込先、振込予定日などを記載
支給時期　１月中旬

②支給要件確認書が届いた世帯
送付対象　門真市で支給要件を確認できる次の世帯など
◦支援給付金（３万円）を世帯主名義以外の口座で受給
◦支援給付金（３万円）を門真市で受給していない
◦５年１月２日以降の転入者を含む世帯
※代理受給は確認書に同封する案内を参照
申請方法
　内容を確認し、必要事項を記入の上、同封の返信用封筒に
て返送
発送時期　１月中旬以降順次（予定）
受付期間　調整中のため、決まり次第、市ホームページなど
でお知らせします。
支給時期　確認書の受付から１カ月程度

非課税世帯７万円給付金非課税世帯７万円給付金
（物価高騰に伴う非課税世帯追加支援給付金）（物価高騰に伴う非課税世帯追加支援給付金）
　物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大き
い住民税非課税世帯に対して、国の「物価高騰対応重点支援
地方創生臨時交付金」を活用し、１世帯当たり７万円をプッ
シュ型で給付します。
問合先　非課税世帯追加支援給付金窓口
　☎０６(６９０２)６２８４
※受付は平日午前９時～午後５時30分
※５年12月29日㈮～１月３日㈬を除く

　市や内閣府を装い、給付金をかたった不審な電話などが
あった場合には、すぐにご連絡ください。
◦給付金についてATMの操作をお願いすることはありま
せん
◦手数料の振り込みを求めることはありません
問合先　消費生活センター　☎０６(６９０２)７２４９
　　　　門真警察署　☎０６(６９０６)１２３４

給付金を装った詐欺にご注意ください

　５年度に百歳を迎えられた22人へ、内
閣総理大臣からお祝い状と記念品が贈呈
されました。
問合先　高齢福祉課
　☎０６(６９０２)６１７６

田中ワサヱさん
　わざわざ来ていただき、ありがとうご
ざいます。総理大臣からお祝い状と銀杯
をいただき、誠に有難く感謝しています。

奥田久子さん
　お祝いをいただきありがとうございま
す。

百歳を迎えた方へ
記念品を贈呈

詳しくは
こちら

問合先　魅力発信課
　☎０６(６９０２)５６０５
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